はじめのことば

岡山県介護福祉研究会会長　仁科優子
桜が終わりつつじのみごとな季節になりました。季節の移り変わりを楽しむ間もなく、介護サービスの現場では毎日があわただしく過ぎています。

さて、介護保険制度も平成１２年の創設以来６年目に入り、その制度の普及は全国的に浸透し、介護サービスの利用は大きく伸びています。介護サービスの利用の伸びに対して、その経済財政の問題が取り上げられて、平成１８年度からの介護保険制度の見直しが審議されています。これまでの介護予防の取り組みが不十分であったことを評価して、介護予防とは要介護状態への予防、以前の生活を継続できること、もとのライフスタイルを継続すること…など、今後の介護サービスが目指されています。
ところが今回の介護サービスの見直しにおいて、訪問介護では「利用者が自ら実施できるにもかかわらず、掃除、調理等を利用者に代わって実施する『家事代行』型については、自立支援の観点から給付の対象、期間､方法について見直しを検討」(介護予防について：厚生労働省老健局)とあります。ホームヘルパー（訪問介護員）が、家事の代行業務をしていることは周知のはずだがと、首を傾げたくなります。さらに高齢で、一人暮らしの男性ともなると、ホームヘルパーはとても重要な生活支援者です。妻に先立たれて途方にくれているじいちゃんが、住みなれた家でひとり生活を送るにはホームヘルパーの援助は不可欠です。一緒に家事をしましょう、よく見て習ってくださいと優しく助言をするのも、嫌味にしか聞こえないと返事がかえってきました。
介護保険制度によって、介護サービスが使いやすくなったと喜んだのも、つかの間で、またまた利用のハードルが高くなるような気がします。団塊の世代の私には、自分の老後が暗く灰色に見えて仕方がないのです。現在の介護保険事業を一生懸命築き上げていることが、介護福祉の将来につながる様になること願っています。今後も介護保険制度の見直しには、介護現場からの理論と実践による介護福祉研究で検証していきたいと思います。介護福祉研究の研究雑誌が、ますます活用されますことを祈念申しあげます。
２００５年６月４日

PAGE  
-i-


